
ペレットボイラーの水道法への適合について 
 
 
 ペレットボイラーは、水道法に基づき定める平成９年３月１９日厚生省令第１４号「給水装置

の構造及び材質の基準に関する省令」の基準に適合しなければなりません。この基準に適合しな

い場合は、水道法違反となり、水を供給する水道事業者（主として市町村など）は、水の供給を

受ける者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を当該基準に適合させるまでの間、

その者に対する供給を停止することができます。 
 
 
参考資料 

 
水道法 

（給水装置の構造及び材質） 
第１６条 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、

政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契

約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水

を停止することができる。 
 
（用語の定義） 
第３条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適す

る水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 
２ 略 
３ 略 
４ 略 
５ この法律において「水道事業者」とは、第６条第１項の規定による認可を受けて水道事業を

経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第２６条の規定による認可を受けて水道用水

供給事業を経営する者をいう。 
６ 略 
７ 略 
８ 略 
９ この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配

水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 
10 略 
11 略 
12 略 
 
 
 
 



（給水装置の検査） 
第１７条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によって水の供給を

受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守

し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居

住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。 
２ 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 
 
 
水道法施行令 

（給水装置の構造及び材質の基準） 
第５条 法第１６条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 
一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から３０㎝以上離れていること。 
二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著し

く過大でないこと。 
三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 
四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるお

それがないものであること。 
五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 
六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 
七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっ

ては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 
２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。 
 
 
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年３月１９日厚生省令第１４号） 

 略 


